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第１ 青少年を取り巻く環境実態調査の概要

１ 実施目的

青少年を犯罪や有害環境から守るための取組として、宮城県内全域において青少年

を取り巻く有害な環境を調査し、青少年健全育成条例（以下「条例」という。）の周

知徹底と関係業界に対する助言指導を行い、青少年の健全育成を図ることを目的とし

ています。

２ 実施期間

令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までの間

３ 実施地域

宮城県内全域

４ 実施対象

⑴ 図書類取扱業者（書店、ＤＶＤ販売・レンタル店）

⑵ 遊技場（インターネットカフェ・マンガ喫茶、カラオケボックス、ボウリング場）

⑶ 図書類自動販売機等

５ 実施体制

条例に基づき、知事の指定を受けた立入調査員（２名１組）で実施。

６ 調査項目

⑴ 図書類取扱業者

○ 営業形態

○ 有害図書類の取扱状況

○ 規制に沿った対応の状況（有害図書類の区分陳列・有害図書類の青少年への販

売等禁止表示・有害図書類の販売等における年齢確認）

⑵ 遊技場

○ 営業形態

○ 会員制を採用している店舗

○ 遊技場利用における年齢確認

○ 深夜入場の禁止・深夜入場禁止にかかる表示

○ 有害図書類取扱いの有無

○ インターネット利用にかかる青少年有害情報対策

○ 飲酒・喫煙防止対策の状況

⑶ 図書類自動販売機等

○ 稼働状況

○ 収納物の状況
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７ 総括

図書類取扱業者に対する調査により、図書類取扱業者の５６．５％が有害図書類の

取り扱いを行っていることが確認出来ました。また、有害図書類を取り扱っている図

書類等取扱業者の８８．５％が条例で規定される方法の区分陳列を適切に行っており、

青少年に対する販売等禁止の表示については、９２．３％の業者が適切に表示してい

ました。

遊技場に対する調査では、遊技場の９３．３％が深夜営業を行っていることが確認

出来ました。深夜帯に営業している全ての遊技場では利用者の年齢を確認しており、

条例で規定される青少年の深夜入場の禁止にかかる表示を９０．５％の遊技場が適切

に行っていました。また、深夜の利用やアルコール類の注文などの年齢による制限が

あるサービスについては、年齢が登録されている会員情報と連携させることにより、

対象年齢に満たない方は、サービスを利用できないシステムを導入している店舗を多

数認めました。

図書類自動販売機等に対する調査では、調査した図書類自動販売機等の７５．０％

が調査時に電源が入っていない状態か全ての商品が売り切れている状態でした。また、

図書類自動販売機等の、９１．７％には遮蔽板が設置されており、収納物の視認が困

難な状態でした。

各実施対象は、概ね条例に規定される対応がなされていましたが、対応が不十分だ

った店舗等については、条例の趣旨や規制状況等の説明や指導を行い改善を求めてい

ます。
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第２ 青少年を取り巻く環境実態調査結果

【調査実施対象】

調査対象の図書類取扱事業者、遊技場及び図書類自動販売機等の約半数に対して立入

調査を実施し、令和４年度の調査で指導を行った調査対象については、改善状況を確認

するため令和５年度も立入調査を実施しています。

単位：店舗数／台

区 分 調査対象数
実施数

実施率
令和５年度 令和４年度 計

図書類取扱事業者 １７４ ９２ ６９ １６１ ９２.５％

遊 技 場 ８５ ４５ ５７ １０２ １２０．０％

図書類自動販売機等 ４６ １２ ４６ ５８ １２６．１％

※ 調査対象数は令和５年１月末時点

１ 図書類取扱業者（書店、ＤＶＤ販売・レンタル店）
⑴ 調査実施店舗数（地域別）

地 域
調査実施店舗数

令和５年度 令和４年度

仙 台 市 内 ４１ ２５

広 域 仙 南 圏 ６ ４

広域仙台都市圏（仙台市除く） １６ １５

広 域 大 崎 圏 １２ ９

広 域 栗 原 圏 １ ２

広 域 登 米 圏 ３ １

広 域 石 巻 圏 １０ ９

広 域 気 仙 沼 ・ 本 吉 圏 ３ ４

合 計 ９２ ６９

⑵ 営業形態

書店等のチェーン店の中には、セルフレジを導入し、非対面による販売・レンタ

ル等を行っている店舗もありました。

単位：店舗数

書 店 DVD販売・ﾚﾝﾀﾙ店

令和５年度 ６８ ２４

令和４年度 ４９ ２０

※ 書籍・ＤＶＤの両方を取扱う店舗については主たるもので計上。
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⑶ 有害図書類の取扱状況

イ 有害図書類を取り扱っている店舗の割合

青少年有害図書類を取り扱っている店舗は、調査した９２店舗のうち５２店舗

となっています。

単位：店舗数

調査数 取扱あり 取扱なし 取扱店舗の割合

令和５年度 ９２ ５２ ４０ ５６．５％

令和４年度 ６９ ４２ ２７ ６０．９％

ロ 有害図書類の種別

有害図書類取扱店舗のうち、取り扱っている有害図書類の種別では、ＤＶＤ等

の取り扱いが雑誌・書籍を上回っています。（どちらも取り扱っている店舗につ

いては複数計上）

単位：店舗数

雑誌・書籍 ＤＶＤ等

令和５年度 ３０ ４２

令和４年度 ３１ ３５

⑷ 規制に沿った対応の状況

イ 有害図書類の区分陳列・青少年への販売等禁止表示の状況

有害図書類取扱店舗（５２店舗）のうち、条例に規定する方法による有害図書

類の区分陳列が十分にされている店舗は４６店舗（８８．５％）で、青少年への

販売等禁止の表示が十分にされている店舗は４８店舗（９２．３％）でした。

なお、条例に沿った対応が十分ではなかった店舗については、区分陳列の方

法などを説明し、改善を求めています。

単位：店舗数

取扱 区分陳列 販売等禁止の十分な表示

店舗
良好 不適切等 良好の割合 良好 不適切等 良好の割合

令和５年度 ５２ ４６ ６ ８８．５％ ４８ ４ ９２．３％

令和４年度 ４２ ３８ ４ ９０．５％ ３６ ６ ８５．７％
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(イ)区分陳列の方法

有害図書類取扱店舗５２店舗中５１店舗にて、間仕切り等の方法により、区

分陳列が行われていました。一部の店舗では区分陳列を実施しているものの有

害図書類の一部が一般図書類と混在して陳列されるなど、区分陳列が不適切な

店舗が認められました。また、区分陳列の方法としては、間仕切りでの区分陳

列を実施している店舗が最も多くなっていました。

単位：店舗数

※（）は不適切の内数

(ロ)青少年への販売等禁止の表示

有害図書類の陳列場所には、「青少年への販売や閲覧等が禁止されている。」

旨の説明を表示しなければなりませんが、有害図書類取扱店舗５２店舗中、３

店舗は説明の内容が不十分であり、１店舗は説明表示がありませんでした。

単位：店舗数

有 害 図 書 類
取 扱 店 舗

52 －

説 明 表 示 が
十 分

48 92.3%

説 明 表 示 が
不 十 分

3 5.8%

表 示 な し 1 1.9%

販売等禁止の表示の内訳

有 害 図 書 類
取 扱 店 舗

52 (6) －

間 仕 切 り 39 (4) 75.0%

陳 列棚の離間 0 0.0%

仕 切 り 板 6 (1) 11.5%

高 所 陳 列 0 0.0%

ビ ニ ー ル
包 装 等

6 11.5%

実 施 な し 1 (1) 1.9%

区分陳列の方法の内訳
（複数該当の場合は主たる方法）
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ロ 有害図書類の販売等における年齢確認

全ての有害図書類取扱店舗において、有害図書類の販売や貸出し、閲覧時にお

いて、青少年と思われる場合の年齢確認を実施しておりました。

年齢確認に際しては、県では、青少年のみならず、一見して青年（２０歳前後）

の場合にも自動車運転免許証等の公的証明書の提示を受けて確認するよう指導し

ています。

なお、条例に沿った対応が十分ではない店舗を認めた場合には、指導を行い、

改善を求めています。

２ 遊技場（インターネットカフェ・マンガ喫茶、カラオケボックス、ボウリング場など）

⑴ 調査実施店舗数（地域別）

地 域 別
調査実施店舗数

令和５年度 令和４年度

仙 台 市 内 ２５ ３３

広 域 仙 南 圏 ３ ３

広域仙台都市圏（仙台市除く） ７ ９

広 域 大 崎 圏 ２ ６

広 域 栗 原 圏 ０ １

広 域 登 米 圏 ０ １

広 域 石 巻 圏 ６ ２

広 域 気 仙 沼 ・ 本 吉 圏 ２ ２

合 計 ４５ ５７

⑵ 営業形態

調査した遊技場４５店舗中４２店舗が、深夜帯（午後１１時以降）に営業してお

り、遊技場全体の９３．３％となっています。

インターネットカフェ・マンガ喫茶では、ダーツやビリヤード、カラオケボック

ス等と複合した営業形態の店舗が見られました。

単位：店舗数

調査実施数 深夜営業あり 深夜営業なし 深夜営業店舗の割合

インターネットカフェ・マンガ喫茶 １０ １０ ０ １００．０％

カラオケボックス ２８ ２８ ０ １００．０％

ボ ウ リ ン グ 場 ７ ４ ３ ５７．１％

合計 ４５ ４２ ３ ９３．３％

※ カラオケボックスについては、店舗として独立したものを計上
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⑶ 会員制を採用している店舗

調査した遊技場４５店舗中３６店舗で完全会員制若しくは一部会員制を採用して

おり、遊技場全体の８０．０％となっています。

会員制を採用している店舗では、会員登録時に身分証明書で年齢などを確認登録

し、年齢による制限があるサービス（深夜帯の利用、アルコール類の提供等）につ

いては、対象年齢に満たない方の利用を制限するシステムを導入してしている店舗

が認められました。

単位：店舗数

※ 完全会員制・・・利用者全員が会員登録しなければ利用出来ない店舗

一部会員制・・・利用者の一部が会員登録していれば利用可能な店舗

（例：カラオケ等で、代表１名の会員登録があれば利用可能）

非 会 員 制・・・会員登録せずに利用可能な店舗

⑷ 年齢の確認

全ての遊技場では、青少年と認められる利用者の年齢を確認していました。

利用者全員の身分証明書の提示を求めて年齢を確認する店舗や、利用時に受付用

紙に名前、生年月日、連絡先等を記載してもらい年齢確認を実施している店舗も認

められました。

年齢確認に際しては、県では、青少年のみならず、一見して２０歳前後の利用者

と認められる場合にもマイナンバーカードや運転免許証等の公的証明書の提示を受

けて年齢確認するよう指導しています。

また、成人と青少年が混在するグループの場合にも、全ての利用者の年齢確認を

行うよう指導しています。

会員制（完全） 9

会員制（一部） 0

非会員制 10.0%

会員制（完全） 5

会員制（一部） 21

非会員制 7.1%

会員制（完全）

会員制（一部） 1

非会員制 85.7%

会員制（完全） 14

会員制（一部） 22

非会員制 20.0%

インターネットカフェ
マンガ喫茶
（10店舗）

会員制採用店舗の内訳

80.0%

14.3%

92.9%

90.0%

合計
（45店舗）

9

26

1

36

1

2

6

カラオケボックス
（28店舗）

ボウリング場
（7店舗）

9
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⑸ 規制に沿った対応の状況

イ 青少年の深夜入場禁止にかかる表示

深夜帯に営業をしている遊技場３８店舗中、４店舗が青少年の深夜入場禁止の

表示がなかったり、表示があっても見えにくかったりと、表示方法が不適切な店

舗が散見されたので、改善を求めています。

単位：店舗数

深夜入場にかかる表示の内訳

深夜営業店舗 ４２ －

適切 ３８ ９０．５％

不適切 ４ ９．５％

ロ 遊技場での有害図書類取扱いの有無

調査した遊技場４５店舗では、有害図書類の取扱いはありませんでした。

なお、図書類を取り扱っている店舗に対しては、「１８歳未満禁止」等の表示

がない図書でも、有害図書類の要件に該当する図書類があることから、図書類

を確認して陳列するよう指導しています。

ハ インターネット利用にかかる青少年有害情報の対策状況

インターネット端末の貸出しを実施している店舗が１０店舗あり、９店舗で青

少年が有害情報を閲覧しないように対策を講じていました。

単位：店舗数

青少年有害情報対策の内訳

インターネット
１０ ―

端末貸出店舗

フィルタリング ９ ９０．０％

対策なし １ １０．０％
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⑹ 飲酒・喫煙防止対策の状況

全ての店舗において、２０歳未満の者に対して飲酒・喫煙防止対策が講じられて

おり、飲酒防止へ向けた誓約書の提出を義務づけていたり、２０歳未満の利用者が

いる個室からのアルコール類の提供を断ったりする店舗もありました。

また、カラオケボックスなどは、喫煙所を設け、各個室での喫煙を禁止していま

す。

３ 図書類自動販売機等
⑴ 調査実施台数（地域別）

地 域 別
調査箇所 調査台数

令和５年 令和４年 令和５年 令和４年

仙 台 市 内 １ ８

広 域 仙 南 圏 １ １０

広域仙台都市圏（仙台市除く） １ ９

広 域 大 崎 圏 １ ３

広 域 栗 原 圏 １ ２

広 域 登 米 圏 ４ ４ １２ １２

広 域 石 巻 圏 １ ２

広 域 気 仙 沼 ・ 本 吉 圏 － － － －

合 計 ４ １０ １２ ４６

⑵ 図書類自動販売機等の稼働状況

調査した図書類自動販売機等１２台中９台が電源が入っていない状態か全ての商

品が売り切れている状態であった。

単位：台数

販売機の稼働状況

販売中 ３ ２５．０％

売り切れ ６ ５０．０％

未稼働 ３ ２５．０％

合計 １２ －
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⑶ 収納図書類の種別

調査した図書類自動販売機等１２台中１１台の図書類自動販売機等には、透過性

の低い遮蔽板に遮られ、収納物の視認が出来ませんでした。

残りの１台には、何も収納されていませんでした。

単位：台数

収納図書類の種別

視認困難 １１ ９１．７％

収納なし １ ８．３％

合計 １２ －
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１ 図書類取扱業者に関する義務等について【青少年健全育成条例】

⑴ 有害図書類とは

図書類（書籍、雑誌、コミック、ＤＶＤ等）の内容が、青少年の健全な育成を阻害

すると認められるものであり、下記の２種類があります。

有害図書類は、青少年に販売等が禁止されているほか、他の図書類と区分して陳列

しなければなりません。

《 個別指定の有害図書類 》

図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、甚だしく残忍性を有し、

又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害すると認められ

るものとして、知事が有害図書類として個別に指定するもの。

《 包括指定の有害図書類 》

⑴ 書籍又は雑誌

全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれ

に類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるものを掲載

するページ（表紙を含む。）が、その総ページの５分の１以上を占めるもの。

⑵ ＣＤ-ＲＯＭ、ビデオテープ、ＤＶＤ等の映像等記録媒体

（音声のみが記録されているものを除く。）

イ 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこ

れに類する性行為を被写体とした写真又は描写の時間が連続して３分を超える

もの。

ロ 知事指定団体が内容を審査して「成人向け」としたもの。

【知事指定団体】

（イ）日本ビデオ倫理協会

（ロ）一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構

（ハ）一般社団法人日本映像倫理審査機構

（ニ）コンテンツ・ソフト協同組合

（ホ）一般社団法人日本コンテンツ審査センター

⑵ 有害図書類の指定及び販売等の禁止（条例第１８条第１項～第３項）

図書類取扱業者は、有害な図書類として個別指定又は包括指定となった図書類を、

青少年に販売したり、貸したり、見せたり、聞かせたりしてはいけません。

⑶ 有害図書類の陳列方法の規制（条例第１８条第４項）

図書類取扱業者は、有害図書類を陳列しようとするときは、規則で定めるところに

より、有害図書類を他の図書類の陳列場所と区分し、有害図書類の陳列場所の見やす

い箇所に有害図書類である旨の表示をしなければなりません。
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※ 有害図書類の区分陳列方法（条例施行規則第４条）

営業場所に、間仕切り

等の設置その他の方法に

より内部を容易に見通す

ことができない場所を設

け、当該場所に陳列

有害図書類以外の物を

陳列する棚の外周から

６０センチメートル以上

離れた陳列棚にまとめて

陳列

陳列棚の棚版の前面か

ら２０センチメートル以

上張り出した仕切版を設

け、当該仕切版と当該仕

切版の間にまとめて陳列

床面から１５０センチ

メートル以上の高さの位

置に背表紙のみ見えるよ

うにして、まとめて陳列

１～４までの方法によ

り陳列することが困難な

場合には、ビニール包装、

ひも掛けその他の方法に

より容易に閲覧できない

状態にしてまとめて陳列
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⑷ 有害図書類の指定状況（個別指定）等について

年度 指 定 冊 数 ※ 昭和６０年１１月に施行された改正条例によ

Ｓ６０ ５６２ り、包括指定を導入し、知事が個別指定するま

Ｓ６１ ２３３ でもなく、包括的に有害図書となったため、個

Ｓ６２ ３００ 別指定が減少しました。

Ｓ６３ ３０７

Ｈ元 ３２７ ※ 平成２年頃から、ポルノコミックが出回り、

Ｈ２ ５４３ 大きな社会問題となったことから、県ではポル

Ｈ３ ３４２ ノコミック誌を重点的に指定したため、指定冊

Ｈ４ ３７５ 数が増加しました。

Ｈ５ ３６７

Ｈ６ ３２９ ※ 平成８年７月に施行された改正条例により、

Ｈ７ ３１８ 包括指定の基準が引き上げられ、包括的に有害

Ｈ８ １８４ 図書となる図書が増えたことから、個別指定が

Ｈ９ １７４ 減少しました。

Ｈ１０ １２４

Ｈ１１ １４０ ※ 平成１４年４月に施行された改正条例より有

Ｈ１２ １７４ 害図書類の個別指定要件に「著しく自殺又は若

Ｈ１３ １７２ しくは犯罪を誘発」を追加しました。

Ｈ１４ １９６

Ｈ１５ １９３ ※ 平成２２年頃から、著しく性的感情を刺激す

Ｈ１６ １７８ る描写が含まれている「レディースコミック」

Ｈ１７ １６９ や「ボーイズラブ」と呼ばれるコミック誌が増

Ｈ１８ １６８ えています。

Ｈ１９ １３５

Ｈ２０ ７７ ※ コンビニエンスストアの多くは、平成３０年

Ｈ２１ １２５ 頃から、成人雑誌（出版社等が販売対象を１８

Ｈ２２ １７５ 歳以上としている図書）の取り扱いを中止して

Ｈ２３ １４７ いますが、描写内容が有害図書類の要件に該当

Ｈ２４ １８４ する図書類の取り扱いは継続しています。

Ｈ２５ ９３

Ｈ２６ ５３ ※ 近年、青少年の有害情報を取り巻く環境がイ

Ｈ２７ ９０ ンターネット空間にシフトしている現状を踏ま

Ｈ２８ ３１ え、インターネット安全利用の啓発に重点をお

Ｈ２９ ３２ いて対策を行っています。

Ｈ３０ ３７ これに伴い、平成２８年度以降は有害図書類

Ｒ元 ３８ の指定回数を、年４回の指定とし、個別指定数

Ｒ２ ４１ が減少しています。

Ｒ３ ３９

Ｒ４ ４０
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２ 遊技場に関する義務等について【青少年健全育成条例】

⑴ 遊技場とは

次に掲げる営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２

条に規定する風俗営業等に該当する営業以外のものに係る営業所をいいます。

イ 個室を設けて、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱

させる営業（カラオケボックス）

ロ 硬貨又はメダルを投入することによって作動する遊技機を設置して、客に遊技を

させる営業（ゲーム機設置店）

ハ 設備を設けて、客にボウリング、玉突き又はダーツを行わせる営業

（ボウリング場、ビリヤード場、ダーツ場）

ニ 端末設備を設置して、客にその利用をさせる営業（インターネットカフェ）

ホ 設備を設けて、客に図書類を貸与し、閲覧させ、又は観覧させる営業

（マンガ喫茶）

⑵ 深夜入場の禁止について（条例第３０条第１項）

遊技場を営む者は、保護者が同伴する場合を除き、午後１１時から翌日の午前４時

までの間、その営業に係る遊技場に、青少年を入場させてはなりません。

また、条例第３６条では、保護者に対して、特別な事情がある場合のほか、午後

１１時から午前４時までの間青少年を外出させないように努めなければならない旨

規定がなされています。

⑶ 深夜入場の禁止表示について（条例第３０条第２項）

遊技場を営む者は、前項に規定する時間中にこれらの営業を営む場合には、入場し

ようとする者の見やすい箇所に、同項に規定する時間中における青少年の入場を禁ず

る旨の表示をしなければなりません。
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３ 図書類自動販売機等に関する義務等について【青少年健全育成条例】

⑴ 図書類自動販売機等とは

図書類の販売又は貸付けのための自動販売機のことになります。

条例で規定する自動販売機等とは、売り手と買い手とが直接対面することなく、物

品の販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機となり、遠隔監視

システムを採用した販売機等についても、条例で規定する自動販売機等に該当します。

⑵ 設置の届出（条例第２２条）

図書類自動販売機等を設置するしようとする場合は、その１５日前までに知事へ届

出をする必要があります。届出をした内容に変更が生じたとき、又は廃止したときは、

変更、廃止の日から１５日以内に知事へ届出をする必要があります。

⑶ 販売等の制限（条例第２５条）

図書類自動販売機等による図書類取扱業者は、その自動販売機内に有害図書類を収

納してはいけません。また、自動販売機内に収納した図書類が知事による有害指定を

受けたときには、ただちに自動販売機等から撤去しなければなりません。
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